
　　　　　　　

○ 保護者の皆さんは、新一年生に交通ルールやマナーを教えるためにも、こ

れから通ることになる学校までの通学路を一緒に歩いて、道路の飛出しがど

んなに危険かを教え、安全な道路の渡り方など交通安全に向けたルールを

教えてあげてください。

○ ドライバーの皆さんは、こどもの動きに注意して運転し、交通事故を防ぎ

ましょう。

八幡東警察署 代表電話

０９３－６６２－０１１０

《枝光交番管内》 １，２月発生 ２月１５日現在

事故 物件事故 ３７件 人身事故 ７件

刑法犯 ０件

○ 小学生の歩行中の交通事故が多発する時間帯は、１５時～１８時です。

〇 下校中、下校後に外出してから帰宅する際など、こども達自身が交通事故に

遭わない安全な交通行動を取ることが必要です。

子供の交通事故防止
小学生の歩行中の交通事故は、下校時からの時間帯に多発！

保護者やドライバーの皆さんへのお願い

令和６年

３月号

暴走族や違法行為を敢行する旧車會に加入している少年や離脱した少年に、地域が一体となって、

就学・就労などの立ち直り支援を進め、地域全体で見守っていきましょう。

地域と警察が一体となって、少年たちに暴走族などの危険性や迷惑性をしっかりと伝え、暴走族等

グループへの参加を阻止しましょう。

暴走行為などに使用されるおそれがある改造バイクを発見したときには、お近くの交番や警察署へ

の連絡をお願いします。

地域ぐるみで立ち直り支援を進めましょう！

地域で暴走族等グループへの参加防止！

暴走族等に関する情報提供のお願い

緊急時あわてずあせらず１１０番 １１０番は緊急電話 相談ごとは＃９１１０


